
様式１

公の施設指定管理制度導入に対する評価

評価期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日

施設名 徳島市都市公園113施設

指定管理者 公益財団法人　 徳島市公園緑地管理公社 担当課 公園緑地課

指定期間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 公募・非公募の別 公募

施設の所在地 徳島市渋野町辻西５９番地１

事業の概要

・徳島市都市公園条例第３条第１項及び第３項
の許可に関する業務
・徳島市都市公園条例第６条第１項の都市公園
の利用の禁止又は制限に関する業務
・都市公園等の維持管理に関する業務

施設の概要 公園施設　一式

令和５年度

利用状況に関
すること

利用者数等 人 人 自主事業参加人数 人 人

利用回数 回

項目名 令和４年度 令和５年度 項目名 令和４年度

回 事業開催数 回 回

収支状況に関
すること

指定管理料 176,000千円 176,000千円 人件費 68,583千円

その他収入 ０千円 ０千円 その他 千円 千円

収入実績（総額） 176,000千円 176,000千円 支出実績（総額） 175,577千円 177,405千円

67,037千円

利用料収入 ０千円 ０千円 管理費 106,994千円 110,368千円

評価基準・評価項目 指定管理者自己評価コメント 担当課評価

施
設
管
理
体
制

(1) 法令等遵守 　都市公園法や関係法令等を遵守し、管理運営を適切に実施した。維持管理担当・庶務経理
担当・企画計画担当の体制を組織し、職員を適切に配置している。安全・安心、快適に利用
できることを目的とし、植物管理や施設管理等の業務執行体制を整えるとともに、地域団
体と協働で公園の管理運営を行った。事業を安定して行うため、有資格者の職員を配置す
るとともに、刈払機、チェーンソー等の特別教育や労務・経理等の研修を受講し、人材育成
に取り組んだ。刈払機による飛び石等の被害を防ぐガードを購入するなど安全対策を実施
した。設備・備品は、台帳で適正に管理している。利用者の要望等のデータ蓄積を行い、社内
共有を図り、維持管理業務に活用した。公社の安全衛生管理規定を定め、職員の安全・健康
を確保する環境を形成している。また、賠償責任保険に加入し、管理運営の瑕疵に備えた。
災害時・緊急時の体制を整え、事故や自然災害への対応を実施した。

A

(2) 職員配置

(3) 職員研修

(4) 利用促進の取組み

(5) 個人情報保護

(6) サービス向上の取組

(5) 設備・備品管理

(6) 安全管理体制

(7) 緊急時の体制

利
用
者
に
関
す
る

業
務

(1) 利用状況 　公園利用については、徳島市都市公園条例に基づく使用許可を行い、緑地等では、利用団
体を調整し、平等な利用を図った。接客については、公園やドッグランの利用申請に関する
電話応対、来社される方に親切で丁寧な説明や応対を心掛けている。個人情報は、外部に
漏洩がないよう厳重に管理した。サービス向上の取組においては、ホームページを適宜更新
し、施設利用案内や見頃の花、催し物、講座募集等の情報を提供し、インスタグラムでとくし
ま植物園の魅力を発信した。また、季節の花をコンセプトとしたカレンダーを作成し、配布し
た。
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(1) 保守点検業務 　全公園の巡回・点検を月１回以上実施し、点検表を作成し、安全性を確保した。また、公園
の除草・清掃等については、町内会等の地域団体や（公社）シルバー人材センターに業務委
託し、報告を受けた。公園の施設や設備の不具合が発見された場合は、修繕等で迅速に対
応し、大型修繕については公園緑地課と連絡調整を図りながら進めた。

A(2) 清掃等維持管理業務

(3) 修繕等維持管理

A

(2) 平等な利用

(3) 利用料金

(4) 接客対応

実
施
 
事
業

(1) 企画運営事業
　緑化知識・技術の普及や啓発を目的とした園芸教室や樹木剪定講習会、公園市民花壇の
運営を実施した。公園の利用推進を図るため、眉山大滝山、西部公園、植物園蜂須賀桜のラ
イトアップやドッグラン・TNRの運営を実施した。また、徳島県立国府支援学校に伐採木を
提供し、生徒の木工作品製作に協力した。門松作製等の職員技能を活かした自主事業、社会
貢献活動の一環として徳島市道のみちピカ事業を行った。

A
(2) 自主事業

経
理
状
況

(1) 施設収支状況 　経費の縮減については、委託費については除草作業の外部委託を減らし直営で実施・修
繕費については、木材施設などは、材料を購入し、直営で修繕するなど外部発注を減らし、
職員で業務を実施するとともに、作業に必要な機械等は適宜購入し、作業の効率化を進め
た。また、請負業務委託を派遣業務委託に変更し、公社職員が業務を派遣職員に指示するこ
とより、業務を効果的・合理的に実施した。

A(2) 指定管理者経営状況

全ての評価項目について、協定書、仕様書、事業計画書の基準を遵守し、それらに沿った水準または、それより優
れた内容であった。業務遂行に適切な組織体制を構築したうえ様々な研修を取り入れるなど、積極的に人材育
成やコンプライアンス遵守に取り組み、組織力強化が図られている。
また、業務委託形態を見直すなどの創意工夫により業務を効果的・合理的に実施することで経理状況も良好で
ある。

A

総合評価基準

S:優れている　（各評価基準ごとの担当課評価にSがあり、その他はAである。）
A：適正に管理されている　（各評価基準ごとの担当課評価が全てAである。）
B：一部に改善を要する　（各評価基準ごとの担当課評価にBがあり、Cはない。）
C：多くに改善を要する　（各評価基準ごとの担当課評価にCがある。）

(3) 経費の縮減

評価基準

S:優れている　（協定書、仕様書、事業計画書より優れた管理が行われた。）
A：適正に管理されている　（協定書、仕様書、事業計画書に沿った管理が行われた。）
B：一部に改善を要する　（協定書、仕様書、事業計画書に記載の一部が実施されなかった。）
C：多くに改善を要する　（協定書、仕様書、事業計画書に記載の多くの内容が実施されなかった。）

担当課総合評価コメント 総合評価


